
私たちは、あなたの闘病と「働く」をサポートします。	

※1 開設場所の医療機関以外の患者様でも対応可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　※2  お急ぎの場合は、別途ご相談ください。	

鳥取県がん診療連携拠点病院 ／ 鳥取県中小企業労働相談所「みなくる」	

ワンストップサポートを希望される方は、３営業日前までに電話予約が必要です。	

明日へ。	

地域	 開設場所(*1)	 開設日時(*2)	 予約・お問合せ先	

東部	

鳥取県立中央病院	
がん相談支援室	

毎月第１金曜日	
午後２時〜４時	

がん相談支援室	
0857-21-8501	

労働相談所	
「みなくる鳥取」	
0120-451-783	
0857-25-3000	

鳥取市立病院	
がん総合支援センター	

毎月 第３金曜日	
午後２時〜４時	

がん総合支援センター	
0857-37-1570	

中部	
鳥取県立厚生病院	
がん相談支援室	

毎月第４火曜日	
午後２時〜４時	

がん相談支援室	
0858-22-8181	

労働相談所	
「みなくる倉吉」	
0858-23-6131	

西部	

鳥取大学医学部附属病院	
がん相談支援室	 随時	

がん相談支援室	
0859-38-6294	 労働相談所	

「みなくる米子」	
0859-31-8785	米子医療センター	

がん相談支援センター	 随時	
がん相談支援センター	

0859-37-3930	

　がんの治療は、あなたの家庭や仕事に大きな影響を�
及ぼすことがあります。�
　がんの治療やがん医療費などの各種支援制度に詳しいがん�
相談員と、労働トラブルや社会保険を含めた各種労働制度に詳しい�
労働相談員。通常両者は、それぞれ別の場所で、別々な活動しています

が、あなたの「がんと仕事」の悩みに同時（ワンストップ）にお応えし
ようと、この２つの相談員が手を繋ぎました。�
　がん相談と労働相談を同時に提供することで、あなたへの支援の幅が  
ぐっと拡がります。�
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